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パートナーシップ構築宣言について

謹　啓
　貴協会におかれましては、平素から当協会運営につきまして格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、この度、みだしの件につきまして、警察庁及び中小企業庁から、別添文書のとおり協力依頼がございました。
　サプライチェーン全体の付加価値向上、大企業と中小企業の共存共栄を目指すことを目的とする「パートナーシップ構築宣言」につきましては、加盟企業の皆様には積極的にご参加いただいているところ、振興基準が改正され令和８年1月1日に施行されたことに伴い、パートナーシップ構築宣言のひな形についても同日付で改正されました。
つきましては、既に宣言いただいている企業様におかれましては、新しいひな形での「パートナーシップ構築宣言」の更新および宣言内容の適切な履行実行について、また、未宣言の企業様については、新しいひな形での宣言をご検討いただきたく、管内加盟員各位に対し広く周知下さいますようお願い申し上げます。

謹　白
■「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト
https://www.biz-partnership.jp/

